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第２章 地域概況関連 
2.1 対象事業実施区域内の形質変更時要届出区域 

⼟壌汚染対策法に基づく区域指定は「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」に区分さ
れます。「要措置区域」とは、⼟壌汚染の⼈への摂取経路があり、健康被害が⽣ずるおそれ
があるため、汚染の除去等の措置が必要な区域のことをいいます。⼀⽅、「形質変更時要届
出区域」とは、⼟壌汚染の⼈への摂取経路がなく、健康被害が⽣ずるおそれがないため、汚
染の除去等の措置が不要な区域のことをいいます。 

本編に⽰したとおり、調査区域には 4 箇所の形質変更時要届出区域の指定があり、そのう
ち、対象事業実施区域には、指定番号(指-111)があります。指定の詳細が記載された形質変
更時要届出区域の状況及び台帳は図 2.1-1 及び p.資 2.1-2〜3 に⽰すとおりです。 

対象事業実施区域は、⼟壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域に指定（平成 28 年
７⽉５⽇・指-111）されていますが、旧⼟地所有者により⼟地の引渡しまでに、法令等に基
づき当該指定に関して、⼟壌の⼊替え等適切な対策が図られています。また、本事業にあた
っては、⼯事着⼿時に⼟壌汚染対策法第４条第１項（⼟壌汚染のおそれのある⼟地の形質変
更が⾏われる場合の調査）に基づく届出を⾏う予定であり、関係機関と協議の上、法令等に
基づき適切な対応を図ってまいります。その結果については、事後調査結果報告書に記載し
ます。なお、「⼟壌汚染対策法施⾏令の⼀部を改正する政令」により、平成 29 年４⽉から、
⼟壌汚染対策法の特定有害物質の項⽬として新たにクロロエチレンが追加指定されています。 

 
資料：「⼟壌汚染対策法に基づく汚染された⼟地の区域の指定について」 

（横浜市環境創造局 平成31年3⽉閲覧） ※対象事業実施区域の範囲を加筆 
図 2.1-1 形質変更時要届出区域の状況  
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